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目  的

対象及び
方法

承認判  定

委員会審議 平成29年1月30日

身体拘束によるガイドラインについて、平成２４年９月厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部障害福祉課　地域移行・障害児支援室から「障害者福祉
施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」（以下「手引き」とい
う。）に準じた一般病棟におけるガイドラインの策定を行う必要があるため。
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一般病棟における身体拘束に関するガイドラインについて

研究等
の概要 当院内に設置されている「虐待防止委員会」で、同ガイドラインを手引きに基

づき見直し及び当院の運用を踏まえた運用について審議し、追記修正を実施
した。改定後の同ガイドラインは、同じく当院内に設置されている「医療安全管
理委員会」にて改訂の承認を行った。


